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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 24 年 5月 24 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 24年 6 月 26

日開催予定の第 47 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 
記 

 
1． 変更の理由 

(1) 公告閲覧の利便性の向上と公告掲載費用の削減を図るため、公告方法を、日本経済新聞に掲

載する方法からインターネット上の当社ホームページに掲載する電子公告に変更し、併せて事

故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の予備的な公告方法を

定めるものであります。 

 (2) 経営体制の効率化のため、取締役の員数を 13名以内から 9名以内に減らし、かつ、会長職

を廃止するものであります。 

 
2． 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部は変更部分を示します。） 
現 行 定 款 変  更  案 
第1章 総   則 第1章 総   則 

(第1条～第3条 省略) (第1条～第3条 現行どおり) 
(公告方法) (公告方法) 
第4条 当会社の公告は、日本経済新聞

に掲載する方法により行う。 
第4条 当会社の公告方法は、電子公告

により行う。ただし、事故その

他やむを得ない事由によって

電子公告を行うことができな

い場合は、日本経済新聞に掲載

する方法により行う。 
(第5条～第17条 省略) (第5条～第17条 現行どおり) 

第4章 取締役および取締役会 
(第18条 省略) 

第4章 取締役および取締役会 
(第18条 現行どおり) 

(取締役の員数) (取締役の員数) 
第19条 当会社の取締役は、13名以内

とする。 
第19条 当会社の取締役は、9名以内

とする。 
(第20条～第21条 省略) (第20条～第21条 現行どおり) 
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現 行 定 款 変  更  案 
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役) 
第22条 当会社は、取締役会の決議に 

よって、代表取締役２名以内 

を選定し、そのうち１名は取 

締役社長とする。 

２  代表取締役は会社を代表し、

会社の業務を執行する。 

３ 取締役会は、その決議によっ

て、取締役社長１名を選定 

し、取締役会長１名および専

務取締役、常務取締役各若干

名を選定することができる。 

（第23条～第50条 省略） 

 

第22条 当会社は、取締役会の決議に

よって、代表取締役２名以内

を選定し、そのうち１名は取

締役社長とする。 

２  代表取締役は会社を代表し、
会社の業務を執行する。 

３  取締役会は、その決議によっ

て、取締役社長１名を選定

し、専務取締役および常務取

締役各若干名を選定するこ

とができる。 

（第23条～第50条 現行どおり）
 

 
3． 日 程 

定款変更のための株主総会開催日    平成 24年 6月 26日（火曜日） 

定款変更の効力発生日         平成 24年 6月 26日（火曜日） 

 
以 上 

 


